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(57)【要約】
【課題】長期間不使用後においても、蓄熱を利用した高
能力の暖房を提供すること。
【解決手段】圧縮機１と、四方弁２、室内熱交換器３、
主回路絞り機構４、室外熱交換器５を順に配管で接続し
て四方弁２に戻る主回路と、室外熱交換器５をバイパス
して、室内熱交換器３と主回路絞り機構４の間から、バ
イパス配管制御弁６、発核手段を兼用する蓄熱利用熱交
換器８を通って圧縮機吸入口１ｂに至るバイパス配管Ｂ
と、圧縮機吐出口１ａと四方弁２の間に蓄熱熱交換器７
を備えるとともに、蓄熱熱交換器７と蓄熱利用熱交換器
８と潜熱蓄熱材９を収納する蓄熱槽１０を備え、自身の
冷凍サイクルの熱で蓄熱する上に、潜熱蓄熱材９の過冷
却現象を利用し、低温で蓄熱状態を保持するために、軽
便な断熱材のみで長期間の蓄熱を可能とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機と、四方弁、室内熱交換器、主回路絞り機構、室外熱交換器を順に配管で接続して
前記四方弁に戻る主回路と、前記室内熱交換器と前記主回路絞り機構との間から、バイパ
ス配管制御弁、蓄熱利用熱交換器を通って圧縮機吸入口に至る、前記室外熱交換器をバイ
パスするバイパス配管と、圧縮機吐出口と四方弁との間に蓄熱熱交換器を備えるとともに
、前記蓄熱熱交換器と前記蓄熱利用熱交換器と蓄熱材を収納する蓄熱槽を備え、前記蓄熱
材が潜熱蓄熱材であることを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
蓄熱利用熱交換器の温度変化を利用して潜熱蓄熱材の発核手段とすることを特徴とする請
求項１記載の空気調和機。
【請求項３】
潜熱蓄熱材は、融点が３０℃以上７０℃以下であることを特徴とする請求項１又は２記載
の空気調和機。
【請求項４】
蓄熱熱量の有効性を判定する蓄熱終了判定手段を有し、暖房運転開始時に前記主回路絞り
機構が閉じており、前記蓄熱終了判定手段が蓄熱量の減少を判定すると、前記主回路絞り
機構を開き、前記バイパス配管制御弁を閉じることを特徴とする請求項１～３のうちいず
れか一項記載の空気調和機。
【請求項５】
暖房時、除霜運転の必要性を判定する除霜運転開始判定手段を有し、前記除霜運転開始判
定手段が除霜運転が必要であると判定すると、前記主回路絞り機構と、前記バイパス配管
制御弁を開き、適切な絞り開度に制御することを特徴とする請求項１～４のうちいずれか
一項記載の空気調和機。
【請求項６】
少なくとも主回路絞り機構又はバイパス配管制御弁が膨張弁であることを特徴とする請求
項１～５のうちいずれか一項記載の空気調和機。
【請求項７】
蓄熱材が酢酸ナトリウム三水和物であることを特徴とする請求項１～６のうちいずれか一
項記載の空気調和機。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機に係わり、より詳細には、蓄熱を利用した暖房性能向上と除霜性
能向上のための構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の空気調和機としては、図５に示す冷凍サイクル図のように、圧縮機１と
、四方弁２、室内熱交換器３、主回路絞り機構１０４、蓄熱利用熱交換器１０７、室外熱
交換器５を順に配管で接続して四方弁２に戻る主回路と、室外熱交換器５をバイパスして
、蓄熱利用熱交換器１０７と四方弁２を直接つなぐバイパス配管１１５と、蓄熱利用熱交
換器１０７と蓄熱材１０９を収納する蓄熱槽１１０を備えたものがある（例えば特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開２００５－４２９８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記従来の構成は、以下のような課題を有していた。すなわち、特許文
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献１では、蓄熱槽に蓄熱する手段については具体的には言及されていないが、冷凍サイク
ルの熱を利用する場合には、別途そのための手段が必要となる。さらに、上記従来構成で
は蓄熱材については具体的に言及されてないが、一般的な蓄熱材では、蓄熱して高温の蓄
熱槽から、暖房期の低温の外気に放熱しやすく、断熱のために大きいスペースやコストを
伴う上、それでも長期間の蓄熱は望めなかった。
【０００４】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、潜熱蓄熱材の過冷却現象を利用し、長期
間使用しない状態でも蓄熱を維持し、必要なときには蓄熱を利用した高い暖房能力を発揮
できる空気調和機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記従来の課題を解決するために、圧縮機と、四方弁、室内熱交換器、主回路絞り機構
、室外熱交換器を順に配管で接続して前記四方弁に戻る主回路と、前記室内熱交換器と前
記主回路絞り機構との間から、バイパス配管制御弁、蓄熱利用熱交換器を通って圧縮機吸
入口に至る、前記室外熱交換器をバイパスするバイパス配管と、圧縮機吐出口と四方弁と
の間に蓄熱熱交換器を備えるとともに、前記蓄熱熱交換器と前記蓄熱利用熱交換器と蓄熱
材を収納する蓄熱槽を備え、前記蓄熱材が潜熱蓄熱材であることを特徴とする空気調和機
である。
【０００６】
　すなわち、自身の冷凍サイクルの熱で蓄熱する上に、潜熱蓄熱材の過冷却現象を利用し
、低温で蓄熱状態を保持するために、軽便な断熱材のみで長期間の蓄熱が可能であり、さ
らに過冷却を解除する発核手段として前記蓄熱利用熱交換器を使用するように構成したも
ので、長期間使用しない状態でも蓄熱を維持し、必要なときには蓄熱を利用した高い暖房
能力を発揮することができる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、空気調和機に係わり、暖房開始時、蓄熱分を利用することで温風を早く出し
、室温が早く上昇するほか、除霜時も暖房を継続して、室温の低下をなくすることができ
る上、長期間使用しない状態でも蓄熱を維持し、必要なときには蓄熱を利用した高い暖房
能力を発揮することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　第１の発明は、圧縮機と、四方弁、室内熱交換器、主回路絞り機構、室外熱交換器を順
に配管で接続して前記四方弁に戻る主回路と、前記室内熱交換器と前記主回路絞り機構と
の間から、バイパス配管制御弁、蓄熱利用熱交換器を通って圧縮機吸入口に至る、前記室
外熱交換器をバイパスするバイパス配管と、圧縮機吐出口と四方弁との間に蓄熱熱交換器
を備えるとともに、前記蓄熱熱交換器と前記蓄熱利用熱交換器と蓄熱材を収納する蓄熱槽
を備え、前記蓄熱材が潜熱蓄熱材とするものである。
【０００９】
　これにより、暖房運転開始時に室外熱交換器をバイパスして蓄熱利用熱交換器を通るバ
イパス配管を冷媒が通過することで、蓄熱材が放熱、その熱を利用して、暖房能力が上昇
し、蓄熱を利用しない場合に比べて、室内機から早く温風が出たり、室温が速く上昇する
といった効果が得られる上、実際に蓄熱を使用するまでは潜熱蓄熱材の過冷却現象を利用
して低温で蓄熱状態を保持することができるために、蓄熱槽の断熱材は軽便な断熱材のみ
で構成することができるとともに、より長期間の蓄熱が可能で、蓄熱を使用しない期間が
長くても、必要になったときには蓄熱による高い暖房能力を発揮することができる。
【００１０】
　第２の発明は、特に、第１の発明において、蓄熱利用熱交換器の温度変化を利用して潜
熱蓄熱材の発核手段とするもので、あらためて発核手段を設けることなく潜熱蓄熱材を放
熱させて熱を抽出することができる。
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【００１１】
　第３の発明は、特に、第１又は２の発明において、融点が３０℃以上７０℃以下である
潜熱蓄熱材を利用するもので、空気調和機が使用される運転条件において、安定した蓄熱
とともに、必要なときには容易に放熱させて熱を抽出することができる構成を構築するこ
とができる。
【００１２】
　第４の発明は、蓄熱熱量がなくなったことを判定する蓄熱終了判定手段を有し、暖房運
転開始時に前記主回路絞り機構が閉じており、前記蓄熱終了判定手段が蓄熱終了を判定す
ると、前記主回路絞り機構を開き、前記バイパス配管制御弁を閉じるもので、これにより
、暖房運転開始時に蓄熱熱量を利用しつくしたあと、主回路側に冷媒の流れを切り替える
ことで、蓄熱熱量を有効に使い切るとともに、主回路を使用した通常の暖房運転に戻すこ
とで、圧縮機の破損等を防止することができる。
【００１３】
　第５の発明は、暖房時、除霜運転が必要であることを判定する除霜運転開始判定手段を
有し、前記除霜運転開始判定手段が除霜運転が必要であると判定すると、前記主回路絞り
機構と、前記バイパス配管制御弁を開き、適切な絞り開度に制御するもので、これにより
、蓄熱熱量を蓄熱熱交換器を介して利用することで暖房運転を継続すると同時に、室外熱
交換器の温度を上げることにより除霜が可能であり、除霜時も暖房を継続して、室温の低
下を抑制することができる。
【００１４】
　第６の発明は、主回路絞り機構とバイパス配管制御弁を膨張弁とするもので、蓄熱利用
熱交換器を利用する場合も、利用しない場合も、主回路絞り機構およびバイパス配管制御
弁を連続的かつ最適な開度に制御し、できる限り大きな能力および効率が得られる運転を
行うことができる。
【００１５】
　第７の発明は、蓄熱材を酢酸ナトリウム三水和物とするもので、安定して大きい過冷却
度が得られ、特に空気調和機の運転条件に適した低温で蓄熱状態を保持することができる
とともに、軽便な断熱材のみで長期間の蓄熱が可能となり、また、必要なときには容易に
放熱させて熱を抽出することができる。
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１７】
　（実施の形態）
　図１は本発明の実施の形態における空気調和機の冷媒回路図であり、矢印は通常暖房運
転時の冷媒の流れ方向を示す。図１において、圧縮機１と、蓄熱熱交換器７と蓄熱利用熱
交換器８と潜熱蓄熱材９とを収納する蓄熱槽１０と、四方弁２、室内熱交換器３、主回路
用膨張弁４、室外熱交換器５を順に配管で接続して四方弁２に戻る主回路Ａと、室内熱交
換器３と主回路用膨張弁４の間から、バイパス配管制御用膨張弁６と蓄熱利用熱交換器８
を通って圧縮機吸入口１ａに至るようにして、主回路用膨張弁４と室外熱交換器５とをバ
イパスするバイパス配管Ｂとを備え、圧縮機吐出口１ｂと四方弁２との間に蓄熱熱交換器
７を通るように構成している。
【００１８】
　蓄熱槽１０は、蓄熱熱交換器７と蓄熱利用熱交換器８と潜熱蓄熱材９とを収納するが、
蓄熱熱交換器７と蓄熱利用熱交換器８とはフィンチューブ式の熱交換器で一体に形成して
もよい。双方の熱交換器７，８ともに、耐食コーティングを施して、潜熱蓄熱材９により
腐食がおこらないようにしている。
【００１９】
　潜熱蓄熱材９は、温度変化を伴わず物質の相を変化させる時の熱量を利用して蓄熱する
もので、小容量に多量の熱量を蓄えることができる蓄熱材である。空気調和機の冷凍サイ
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クルにおける蓄熱に用いる場合には、融点が３０℃以上７０℃以下である潜熱蓄熱材が望
ましい。これは、圧縮機から吐出される高温の吐出ガス冷媒により蓄熱することを考慮す
ると、運転条件によっては吐出ガス冷媒の温度を７０℃以上に長時間維持することは困難
であったり、不経済であったりするためである。また、潜熱蓄熱材から熱を抽出すること
を考慮すると、暖房の吹出し温度として空気を暖めて快適であるためには、最低でも３０
℃以上が必要であるためである。
【００２０】
　このような条件に適した潜熱蓄熱材９として、本発明の空気調和機においては酢酸ナト
リウム三水和物を用いている。酢酸ナトリウム三水和物は融点が５８℃で融解熱も比較的
大きく、過冷却現象が安定しており、蓄熱量や安全性で優れているため好適である。
【００２１】
　次に、動作の説明を行う。図１は蓄熱熱量を使わない通常暖房運転時の状態を示す冷媒
回路図である。圧縮機１の圧縮機吐出口１ｂから出た高温の吐出ガス冷媒は、蓄熱熱交換
器７を介して、蓄熱槽１０内の潜熱蓄熱材９に熱を与え蓄熱する。潜熱蓄熱材９は熱を受
け取って固相のまま昇温し、融点の５８℃に達すると融解して液相に変化し始め、溶け切
ると液相で昇温する。
【００２２】
　一方、蓄熱熱交換器７を出たガス冷媒は、四方弁２を通過して室内熱交換器３に入り、
ここで凝縮放熱して液化し、主回路用膨張弁４にて減圧されて二相冷媒となり、室外熱交
換器５で蒸発することにより吸熱してガス化し、四方弁２を通過して圧縮機吸入口１ａに
戻る。このとき、バイパス配管制御用膨張弁６は閉となっており、バイパス配管Ｂ側には
冷媒は流れない。
【００２３】
　暖房運転が終了した後、潜熱蓄熱材９は室外空気に放熱して熱量を失っていくが、酢酸
ナトリウム三水和物は過冷却の性質を有するため、温度が低下して５８℃になっても凝固
せず、液相のままさらに温度が低下して外気温に近づく。これにより放熱は殆どなくなり
、仮に長時間空気調和機が停止したままでも、この状態を持続する。したがって、次回暖
房運転を開始するに当たっても、潜熱蓄熱材９からは充分に熱を抽出することができて高
い暖房能力、立ち上がりを得ることができるとともに、そのための蓄熱槽１０の断熱にお
いても、軽便な断熱材のみで構成することができる。
【００２４】
　次に、図２に基づき、暖房運転開始時の動作について説明する。暖房運転開始時には、
主回路用膨張弁４は閉となり、バイパス配管制御用膨張弁６は適切な絞り量に調節される
。ここで圧縮機１が運転を開始すると、蓄熱利用熱交換器８は減圧されて温度が低下し、
潜熱蓄熱材９のうちの蓄熱利用熱交換器８に接触している部分が局部的に冷却され、過冷
却状態の潜熱蓄熱材９で発核し、一気に凝縮するとともに、凝縮熱により潜熱蓄熱材９の
温度は急上昇する。このように、潜熱蓄熱材９の熱を抽出するための発核手段は蓄熱利用
熱交換器８による冷却を利用するもので、あらためて発核手段を備える必要はない。
【００２５】
　圧縮機吐出口１ｂから出た高温の吐出ガス冷媒は、蓄熱熱交換器７に至る。ただし、暖
房運転開始直後は吐出ガス冷媒の温度の方が蓄熱材より低いため、蓄熱熱交換器７を介し
て、受熱昇温する。蓄熱熱交換器７を出たガス冷媒は、四方弁２を通過して室内熱交換器
３に入り、ここで凝縮放熱して液化し、主回路用膨張弁４が閉なので、バイパス配管制御
用膨張弁６で減圧されて二相冷媒となり、蓄熱利用熱交換器８で蒸発吸熱してガス化、四
方弁２を通過して圧縮機吸入口１ａに戻る。
【００２６】
　このとき、主回路用膨張弁４は閉となっており、室外熱交換器５には冷媒は流れない。
これは、蓄熱利用熱交換器８の能力が大きく、蒸発温度が室外空気温度を上回っている場
合、冷媒を室外熱交換器５に流すと、放熱再凝縮して、能力の低下を招いたり、液冷媒が
圧縮機に戻って圧縮機１を破損する危険があるためである。
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【００２７】
　この状態では、通常暖房時より蒸発温度が上昇して、空気調和機の効率が上がるため、
暖房能力が上昇し、蓄熱を利用しない場合に比べて、室内機から早く温風が出たり、室温
が速く上昇するといった効果が得られる。
【００２８】
　ところで、この運転状態が続くと、潜熱蓄熱材９は熱を奪われて、固相のままで温度が
低下する。それにつれて、蓄熱利用熱交換器８の蒸発温度が低下するが、蓄熱利用熱交換
器温度センサ１１の温度Ｔｕが、室外空気温度センサ１２の温度Ｔｏを下回った場合、蓄
熱量が減少したことにより室外熱交換器５を利用した方が性能が上がると蓄熱終了判定手
段（図示せず）が判定して、主回路用膨張弁４を適切な絞り量まで開き、室外熱交換器５
に冷媒を流す。また、バイパス配管制御用膨張弁６を閉として、バイパス配管側への冷媒
を止め、通常の暖房運転状態に戻る。
【００２９】
　次に、図３に基づき、除霜運転時の動作について説明する。通常の暖房運転中、室外空
気温度が低いと、室外熱交換器５に徐々に着霜してくる。そこで、除霜運転開始判定手段
（図示せず）は、室外空気温度センサ１２の温度Ｔｏに比べて室外熱交換器５の温度セン
サ１３の温度Ｔｅが所定値以上低くなると、除霜運転に入るべきと判定して、除霜運転に
入る。このとき、主回路用膨張弁４、バイパス配管制御用膨張弁６とも開となり適切な絞
り量に調節される。除霜運転の場合、直前に通常暖房運転が行われているので、潜熱蓄熱
材９は吐出ガス冷媒によって高温になっている。
【００３０】
　除霜運転においては、圧縮機吐出口１ｂから出た高温の吐出ガス冷媒は、蓄熱熱交換器
８、四方弁２を通過して室内熱交換器３に入り、ここで凝縮放熱する。そして、一部冷媒
はバイパス配管制御用膨張弁６で減圧されて二相冷媒となり、蓄熱利用熱交換器８で蒸発
吸熱してガス化し、四方弁２に至る。残りの冷媒は、主回路用膨張弁４で減圧されて二相
冷媒となり、室外熱交換器５を通過して四方弁２を通過して圧縮機吸入口１ａに戻る。こ
のとき、室外熱交換器５は着霜して低温になっているため、冷媒温度の方が温度が高く、
霜に放熱しながら再凝縮するが、主回路用膨張弁４により流量を適切に維持して、液冷媒
がバイパス配管Ｂを通過してきた冷媒と合流して再度蒸発できるようにする。
【００３１】
　この状態では、室内熱交換器３は、凝縮器として作用し室内を暖房するので、除霜運転
によって室温が大きく低下したり、除霜運転終了後、再度室内熱交換器３を暖めなおすの
に時間がかかるといった不都合がない。
【００３２】
　次に、図４に基づき、冷房運転時の動作について説明する。このとき、主回路用膨張弁
４は開となり適切な絞り量に調節され、バイパス配管制御用膨張弁６は閉となる。
【００３３】
　圧縮機吐出口１ｂから出た高温の吐出ガス冷媒は、蓄熱熱交換器７、四方弁２を通過し
て室外内熱交換器５に入り、ここで凝縮放熱する。その後、主回路用膨張弁４で減圧され
て二相冷媒となり、室内熱交換器３で蒸発吸熱して四方弁２を通過、圧縮機吸入口１ａに
戻る。このとき、バイパス配管制御用膨張弁６は閉となっており、バイパス配管側には冷
媒は流れない。
【００３４】
　なお、本実施例では、蓄熱材は酢酸ナトリウム三水和物とし、融点は５８℃としたが、
これは過冷却現象が安定しており、蓄熱量や安全性で優れているためであるが、各種の添
加剤を混合して融点を変化させたり、類似の性質を持つ硫酸ナトリウム十水和物、チオ硫
酸ナトリウム五水和物等でも、同様の効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　以上のように、本発明にかかる空気調和機は、蓄熱材に暖房時の熱量を蓄えておくこと
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により、暖房開始時、蓄熱分を利用することで温風を早く出し、室温が早く上昇するほか
、除霜時も暖房を継続して、室温の低下をなくすることができる上、蓄熱材に空気調和機
に適した融点を持つ潜熱蓄熱材を用いることにより長期間不使用の場合にも同様の効果を
奏することができるものであり、空気調和機以外にも、ヒートポンプ利用機器全般に広く
適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施の形態における空気調和機の通常暖房運転時の冷媒回路図
【図２】本発明の実施の形態における空気調和機の暖房運転開始時の冷媒回路図
【図３】本発明の実施の形態における空気調和機の除霜運転時の冷媒回路図
【図４】本発明の実施の形態における空気調和機の冷房運転時の冷媒回路図
【図５】従来の空気調和機の冷媒回路図
【符号の説明】
【００３７】
　１　圧縮機
　１ａ　圧縮機吸入口
　１ｂ　圧縮機吐出口
　２　四方弁
　３　室内熱交換器
　４　主回路用膨張弁
　５　室外熱交換器
　６　バイパス配管制御用膨張弁
　７　蓄熱熱交換器
　８　蓄熱利用熱交換器
　９　蓄熱材
　１０　蓄熱槽
　１１　蓄熱利用熱交換器温度センサ
　１２　室外空気温度センサ
　１３　室外熱交換器温度センサ
　Ａ　主回路
　Ｂ　バイパス配管
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【図３】

【図４】
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